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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（上場廃止基準） （上場廃止基準） 

第１１１２条 上場内国ＥＴＦ及び上場内国商品

現物型ＥＴＦは、次の各号のいずれかに該当す

る場合に、その上場を廃止する。この場合にお

ける当該各号の取扱いは施行規則で定める。 

第１１１２条 上場内国ＥＴＦ及び上場内国商品

現物型ＥＴＦは、次の各号のいずれかに該当す

る場合に、その上場を廃止する。この場合にお

ける当該各号の取扱いは施行規則で定める。 

（１）～（２）の３ （略） （１）～（２）の３ （略） 

（３） 上場ＥＴＦが、次のａからｋまで（公

社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券

に該当する上場内国ＥＴＦにあってはｂの

（ｃ）、ｂの２からｂの５まで及びｉの２を

除き、投資信託法施行令第１２条第１号又は

第２号に掲げる投資信託の受益証券に該当す

る上場内国ＥＴＦにあってはｂの（ｈ）、ｂ

の２からｂの５まで及びｉの２を除き、上場

内国商品現物型ＥＴＦにあってはａ、ｂ及び

ｂの６を除く。）のいずれかに該当する場合 

（３） 上場ＥＴＦの銘柄が、次のａからｋま

で（公社債投資信託以外の証券投資信託の受

益証券に該当する上場内国ＥＴＦにあっては

ｂの（ｃ）、ｂの２からｂの５まで及びｉの

２を除き、投資信託法施行令第１２条第１号

又は第２号に掲げる投資信託の受益証券に該

当する上場内国ＥＴＦにあってはｂの（ｈ）、

ｂの２からｂの５まで及びｉの２を除き、上

場内国商品現物型ＥＴＦにあってはａ、ｂ及

びｂの６を除く。）のいずれかに該当する場

合 

ａ 上場ＥＴＦが、次の（ａ）又は（ｂ）に

該当する場合（（ａ）に規定する受益証券

から（ｂ）に規定する受益証券に変更され

る場合又は（ｂ）に規定する受益証券から

（ａ）に規定する受益証券に変更される場

合において、公益又は投資者保護に欠ける

ことがないものとして、施行規則で定める

事項を勘案し、当取引所が認めるときを除

く。） 

ａ 上場ＥＴＦが、次の（ａ）又は（ｂ）に

該当する場合 

（ａ）・（ｂ） （略） （ａ）・（ｂ） （略） 

ｂ～ｋ （略） ｂ～ｋ （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

  

付  則  
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この改正規定は、平成２５年７月１７日から施

行する。 
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有価証券上場規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（監理銘柄の指定の取扱い） （監理銘柄の指定の取扱い） 

第９４６条 （略） 第９４６条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の場合における監理銘柄への指定期間

は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に

定める日から当取引所が当該上場外国指標連動

証券信託受益証券を上場廃止するかどうかを認

定した日までとする。 

３ 前２項の場合における監理銘柄への指定期間

は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に

定める日から当取引所が当該上場外国指標連動

証券信託受益証券を上場廃止するかどうかを認

定した日までとする。 

（１）～（６） （略） （１）～（６） （略） 

（７） 第１項第１０号の場合 （７） 第１項第１０号の場合 

相関係数が０．９未満となったことを当取引

所が確認した日の翌日 

相関係数が０．９未満となった日の翌日 

（８）・（９） （略） （８）・（９） （略） 

４ （略） ４ （略） 

  

（上場廃止基準の取扱い） （上場廃止基準の取扱い） 

第１１１３条 （略） 第１１１３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

（削る） ３ 規程第１１１２条第１項第３号ａからｂの２

までのいずれか、同条第２項第３号ｂ又は同条

第３項第５号ｂに該当することとなる投資信託

約款、信託約款若しくはこれに類する書類又は

規約若しくはこれに類する書類の変更を行う場

合において、上場ＥＴＦに係る管理会社又は外

国投資法人から当該投資信託約款、信託約款若

しくはこれに類する書類又は規約若しくはこれ

に類する書類の変更が確定した旨の書面による

報告を受けたときは、同条第１項第３号、同条

第２項第３号又は同条第３項第５号に該当する

ものとして取り扱う。 

３ （略） ４ （略） 

４ （略） ５ （略） 



4 

５ 規程第１１１２条第１項第３号ａに規定する

施行規則で定める事項とは、次の各号に掲げる

事項をいう。 

（１） 投資信託財産の種類の変更に伴うカ

ウンター・パーティーの信用状況の変更内

容 

（２） 信託報酬の変更内容 

（３） 設定方法及び交換方法の変更内容 

（４） その他前３号に掲げる事項に準ずる

ものとして当取引所が適当と認める事項 

（新設） 

６ 規程第１１１２条第１項第３号ａからｂの２

までのいずれか、同条第２項第３号ｂ又は同条

第３項第５号ｂに該当することとなる投資信託

約款、信託約款若しくはこれに類する書類又は

規約若しくはこれに類する書類の変更を行う場

合において、上場ＥＴＦに係る管理会社又は外

国投資法人から当該投資信託約款、信託約款若

しくはこれに類する書類又は規約若しくはこれ

に類する書類の変更が確定した旨の書面による

報告を受けたときは、同条第１項第３号、同条

第２項第３号又は同条第３項第５号に該当する

ものとして取り扱う。 

（新設） 

７ （略） ６ （略） 

８ （略） ７ （略） 

９ （略） ８ （略） 

１０ （略） ９ （略） 

１１ （略） １０ （略） 

１２ （略） １１ （略） 

１３ （略） １２ （略） 

１４ （略） １３ （略） 

１５ （略） １４ （略） 

１６ （略） １５ （略） 

  

（監理銘柄の指定の取扱い） （監理銘柄の指定の取扱い） 

第１１１５条 （略） 第１１１５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 
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３ 前２項の場合における監理銘柄への指定期間

は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該

各号に定める時から当取引所が当該上場ＥＴＦ

を上場廃止するかどうかを認定した日までとす

る。 

３ 前２項の場合における監理銘柄への指定期間

は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該

各号に定める時から当取引所が当該上場ＥＴＦ

を上場廃止するかどうかを認定した日までとす

る。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 第１項第６号に該当する場合 （４） 第１項第６号に該当する場合 

相関係数が０．９未満となったことを当取引

所が確認した日の翌日 

相関係数が０．９未満となった日の翌日 

（５）・（６） （略） （５）・（６） （略） 

４ （略） ４ （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、平成２５年７月１７日から施

行する。 

 

 

 


